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福祉３医療費を

事例３の場合及び悪意のある第三者行為による受傷の場合はこの限りではありません。
　　　　　　　

◎保育園、幼稚園等の園児、小中学生、高校生(心身障害者医療、ひとり親家庭等医療のみ)
  の受診について

福祉３医療費を
 利用できます



・学校等の管理下である旨の申告があった場合、窓口で医療費を請求してく　
　ださい。

 本人・保護者、又は教員・保育士等が「学校等の管理下である」旨を申告した
場合は窓口で医療費を請求してください。（学校等の管理下の災害により受診
する場合は福祉３医療費受給資格証を使用しないように周知徹底を図ります。）
 尚、学校等の管理下であることが判然としない場合は、福祉３医療費の適用対
象となりますので、医療機関では窓口無料としてください。
 

 生活保護世帯の医療費については学校等の管理下の災害であっても日本スポー
ツ振興センターの医療費給付の対象とはなりませんので、従来どおり生活保護
の医療券で扱ってください。
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 本人等からの（学校等の管理下の災害である旨の）申告がない場合の医療費
については、福祉３医療費の対象としてください。

・学校等の管理下であるか判断ができない場合などの医療費は窓口無料化と

して対応してください。

 尚、生活保護世帯や、里親に委託されている乳幼児・児童等の医療費につい
ては福祉3医療制度の対象とはなりませんので、従来どおり医療券や受診券で
扱ってください。
※　生活保護世帯や、里親に委託されている乳幼児・児童等には福祉3医療費
　　の受給資格証を交付しておりません。
　



日本スポーツセンターの申請書（医療

日本スポーツ振興センター申請
書(医療等の状況)を持参。

【参考】　日本スポーツ振興センター申請書(医療等の状況)→添付資料１をご覧ください。

 日本スポーツ振興センターの申請書（医療等の状況）を持参した場合、該当
の歯科診療は日本スポーツ振興センターの災害給付の対象となります。よっ
て、申請書（医療等の状況）を持参した月は窓口無料化で、翌月からは窓口
負担を求めてください。
 日本スポーツ振興センターの申請書（医療等の状況）を持参した場合は学校
等の管理下の災害の医療費分について、従来どおり医療費総額の記載をお願
いします。

本人、保護者からの「学校等の管理下である」旨の申告が無く窓口無料と
　
していた傷病等について、後日、日本スポーツ振興センターの申請書（医

療等の状況）を持参した場合はどのように取り扱えばよいでしょうか。

・日本スポーツ振興センターの申請書（医療等の状況）を持参した場合は持
参した日の属する月までは窓口無料化として、翌月の診療からは医療費の請
求をしてください。



、

・原則、学校等の管理下の災害による歯科診療は患者さんに医療費を請求して
いただくとともに、学校等の管理下ではない歯科診療の場合は窓口無料として
ください。ただし、医療費を請求する診療と、無料化となる診療で分割するこ
とが困難な場合は、全額福祉３医療費の対象として扱って頂いて構いません。

 レセプトへの記載については公費対象と公費対象外の双方の記載がそれぞれで
きるようになっているとのことでした。（社会保険診療報酬支払基金に確認。）
これに応じて学校等の管理下の災害による診療（保険請求：７割分）と学校等
の管理下ではない診療（保険請求：7割分＋市福祉3医療請求：3割分）のそれ
ぞれの内容をレセプトに記載してください。
 尚、レセプト作成要領は国公費該当分と公費非該当分が混在する場合の取り扱
いと同様に取り扱っていただきますようお願いいたします。
 本人若しくは保護者等が日本スポーツ振興センター申請書（医療等の状況）を
持参した場合は、学校等の管理下の災害の医療費分を従来どおり医療等の状況
へ記載願います。
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・教職員等の付き添いがあっても日本スポーツ振興センター対象外の旨の申

 学校管理下でも、災害とは関係がない場合などは、日本スポーツ振興センタ 
ーの給付対象外となることがあります。
 日本スポーツ振興センター対象外である旨、教職員等が付き添い時に医療機
関窓口で申告した場合は福祉３医療費の対象としてください。（教職員等が
医療機関に付き添う場合は学校等の管理課の災害であるか否かの申告を行う
ように周知徹底を行います。

のように対応すればよいのでしょうか。（教職員等の付き添いあり）

告があった場合は窓口無料化として対応してください。

学校等の管理下にて災害とは関係なく歯痛を発症して受診した場合、ど



・日本スポーツ振興センターによる災害共済給付・福祉３医療制度ともに生活
保護世帯に対する医療費給付又は助成を行っていません。従来どおり生活保護
の医療券による対応としてください。
※この場合でも患者又は保護者等が「障害診断書」などの書類の記入を依頼す
る場合がありますのでこの場合は同用紙への記入等、対応をお願いします。
　

 生活保護世帯に関しては福祉３医療制度は対象外となり、日本スポーツ振興セ
ンター災害共済給付制度共々医療費給付は行われないものの、日本スポーツ振
興センター災害共済給付制度では障害見舞金・死亡見舞金の給付があります。

※　生活保護世帯や、里親に委託されている乳幼児・児童等には福祉3医療費
　　の受給資格証を交付しておりません。医療券での対応をお願いします。
※　就学援助制度に基づく医療券の対象となる場合は医療券による対応をお
　　願いします。



・医療機関発行の領収書等を添えて区役所で医療費申請の手続を行う事により、

福祉３医療制度から後日、医療費の払戻しが可能である旨お知らせしてくださ

い。

 上記の事例のように日本スポーツ振興センターの災害共済給付の対象でも、

ン代・健康診断料など、保険診療とならないものは支給の対象外となります。

完治までにかかった医療費が少額であり、給付対象外と判断されてしまった 

場合は、後日、福祉３医療制度において医療費助成を行う事が可能ですので、

お住まいの区の保険年金課へのご案内をお願いします。この場合において、 

保険診療である医療費は福祉３医療制度の対象となりますが、文書料・薬ビ 



学校等の管理下での災害による歯科診療も全て福祉３医療費の対象とし

て無料とし、日本スポーツ振興センターとの調整を市で行ってもらえな

いでしょうか。

されていることから、学校等の管理下である旨の申告を受けた際の歯科診療に

ついては日本スポーツ振興センターの給付対象として、医療機関窓口では医療

費の請求を行ってください。また、それ以外の傷病については福祉３医療費の

対象として窓口無料化として対応してください。

日本スポーツ振興センターの施行令で、市町村の給付を受けた場合は「その

受けた限度において、災害共済給付を行わない。」とされています。また、 

市の医療費助成制度を使用した場合、日本スポーツ振興センターの医療費申請

に際しては市町村の医療費助成を利用した旨を報告することとなっています。

・各々二つの制度について、重複して給付を受けることはできないことが規定



　 学校（ 保育所等） 記入欄

立

令和 年 月分

令和 日

令和 日

令和 日

上記のとおり証明します。

(注)  １ 　 この医療等の状況は、 医療保険各法に基づく 被扶養者、 被保険者又は組合員としての療養を受けた場

　  合に使用すること。

 ３ 　 入院に係る食事療養標準負担額欄は、 食事をとった日数の合計と食事療養標準負担額の合計額を記入

　  すること。

※ ４ 　 印は、 記入しないこと。

 ５ 　 この医療等の状況の用紙は、 日本産業規格Ａ４ 縦型とすること。

 □  保護者
□ 利用なし（ 記入終了）

□ 利用あり（ 右欄記入）

＊ □ その他
（ 利用している制度を記入） □  学校(園)

 □  設置者 自己負担額
（ 「 利用あり」 の場合に記入）

円 □  医療機関

合 計 円

 ２ 　 病院又は診療所における医科の療養と歯科の療養は、 それぞれ別葉とすること。

【 お願い】 上記証明において公費負担医療制度の利用状況について下欄の記入にご協力
く ださい。 （ ＊該当する項目に☑ をつけてく ださい。 ）

① 記入者＊ ② 公費負担医療制度＊ □ □ □ □　 　 乳幼児 ひとり親 子ども医療助成 障害者総合支援法＊

円

※ 　 決　 　 　 　 定 入院に係る食事療養標準負担額 円

医療機関所在地及び名称

氏　 名

外来に係る療養分 10円× 点 円

負担額 日間

令和 年 月 日

百 十

入院に係る療養分 10円× 点

一

円

入院に
係　 る
食事療
養標準

点
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数

診

療

報

酬
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治
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年
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医 療 等 の 状 況

添付資料１
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6 3

15 6

6 3

3 4

6 3

3 4第15条第7項 

福祉３医療を　

使用。    

福祉３医療を　

使用。    

◇振興センター法施行令
　第3条第4項

◇振興センター法
　第15条第1項第7号

◇振興センター法施行令
　第3条第4項

       ○  ×　  ○ 

【学校等
  (教育委員会)】

【学校等
  (教育委員会)】

【学校等
  (教育委員会)】

　第6条第3項(子育て)
　第4条第3項(障害者)
　第7条第3項(ひとり親等)

　第6条第3項(子育て)
　第4条第3項(障害者)
　第7条第3項(ひとり親等)

　第6条第3項(子育て)
　第4条第3項(障害者)
　第7条第3項(ひとり親等)

          ○ 　 　           ×　         　×　　 

（さいたま市では
  取り扱いません）

（さいたま市
  の取扱い）

（さいたま市から受診
  者に返還請求します）



さいたま市妊婦健康診査費及び子育て支援医療費の助成に関する条例

(子育て支援医療費助成金の支給)
第6条　市長は、受給資格者に対し、子育て支援医療費に係る助成金(以下「子育て支援医
　　  療費助成金」という。)として、一部負担金の額を支給するものとする。
                                     ～中略～
　3　第1項の規定にかかわらず、子育て支援医療費について、法令の規定により他に給付
     を受けることができる場合は、当該給付を受けることができる額の限度において、子
     育て支援医療費助成金を支給しない。

さいたま市心身障害者医療費支給条例

(医療費助成金の支給)
第4条　市長は、次条第2項において登録を受けた者(以下「受給資格登録者」という。)に
        対し、医療費助成金として一部負担金の額を支給するものとする。
                                    ～中略～
　3　第1項の規定にかかわらず、一部負担金に要する費用について、法令の規定により他
     に給付を受けることができる場合は、当該給付を受けることができる額の限度におい
     て、医療費助成金を支給しない。

さいたま市ひとり親家庭等医療費支給条例

(ひとり親家庭等医療費の支給)
第7条　市長は、受給資格者に対し、ひとり親家庭等医療費として一部負担金の額を支給
        するものとする。
                                      ～中略～
　3　第1項の規定にかかわらず、一部負担金に要する費用について、法令の規定により他
     に給付を受けることができる場合は、当該給付を受けることができる額の限度におい
     て、ひとり親家庭等医療費を支給しない。






